

外国出願の要否調査、ＪＳＴ外国出願支援申請書（発明概要）の記入依頼
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[bookmark: _GoBack]【回答先】外国事務担当
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山口大学では、外国への特許出願ついては、科学技術振興機構（ＪＳＴ）特許出願支援制度を活用しております。
つきましては、添付の「外国出願の要否調査に関する回答用紙」に記載の発明について、ＰＣＴ出願(※)支援制度 (PDF)をご一読の上、外国出願の要否を判断の上、知的財産センターまで電子メールでご回答下さいますようお願いいたします。

期限までに、外国出願の「要」と回答頂き、ＪＳＴ外国出願支援申請書（発明概要）を記入して提出頂いた場合は、知的財産審査委員会の確認を経て、ＪＳＴへ支援申請をいたします。
（昨今の文科省予算削減の影響を受け、ＪＳＴ採択が厳しくなっており、今後もさらに厳しくなることが予想されます点、あらかじめお含み置きください。）
(※)PCT出願とは、特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)に基づく外国出願をいいます

JST特許出願支援制度申請の留意事項（1/2）

1.　発明者へのお願い

①支援制度への申請書類
　　発明概要などの申請書類作成にご協力をお願いします。
②ＪＳＴ特許調査員への発明内容の説明
(1) 本件発明について、ＪＳＴ調査員のヒアリングを１時間程度受けて頂きます。
(2) ＪＳＴ調査員がヒアリング結果を審査資料(PPT)にまとめますので、その内容をチェック頂きます
③ＪＳＴ審査委員会へのWeb参加
　　ＪＳＴ審査委員会において、ＪＳＴ調査員による本件発明内容の説明(5～10分程度)の後、Web経由での審査委員と質疑応答(10～20分程度)をお願いいたします。(Web端末の都合上、常盤キャンパスからの参加となります)

-------ＪＳＴからの審査結果通知--------
(審査の結果、採択されますと、次頁④以降の手続きに進みます)



















JST特許出願支援制度申請の留意事項（2/2）

④外国出願用の明細書の修正・補充
ＪＳＴ審査委員会での指導を踏まえた内容とするにあたり担当弁理士・知財ディレクターからの問合せに対応頂きます。
------PCT外国出願-------

⑤国際予備調査報告への対応
特許調査機関による先行文献との対比見解書に対応するため、担当弁理士・知財ディレクターからの問合せに対応頂きます。
------指定国移行申請-------

⑥上記の①～③に準じた手続きへのご協力をお願いいたします。

2.　共同発明の取り扱いについて
共同発明の場合には、共同発明者が、①外国出願すること、②その出願を希望する国について、あらかじめ同意していなければなりません。

3.　ＪＳＴによる外国出願費用回収について
本件外国出願による特許料収入があった場合、発明者、研究室及び本学への報償に先んじて、出願にかかった費用分がＪＳＴに返還(徴収)されます。


 

























回答期限日　令和　年　月　日(　)


· なお、期限までにご回答頂けない場合は、知的財産センターにて判断の上、決定させて頂きますので、ご了承下さい。


以上


外国出願の要否調査に関する回答用紙

国立大学法人山口大学　大学研究推進機構
知的財産センター　センター長　　　　　　殿
　  年　　月　　日
【基礎出願（国内出願）等の情報】
① 本学整理番号　　　　　　　： 
② 発明の名称（出願時）　　　：
③ 出願番号　　　　　　　　　： 
④ 発明者（学内）所属・氏名　
⑤ 国内出願日　　　　　　　　：　　　年　　月　　日
⑥ ３０条適用　　　　　　　　： 
⑦ 共同出願人、その持分割合（％）： 
東洋鋼鈑㈱
⑧ 共同出願時の費用負担　　　： 
⑨ JST申請期限               ：（国内出願日より6ヶ月以内）
【以下について、回答者で記載願います。】

回答者の所属、氏名： 


１．外国出願の要否

　　　　　　　　　　　　　要　　　　、　　　否
（否の場合は以下記入不要）
２．出願希望国
　（ＪＳＴは基本的には１～５カ国程度しか支援しないとのことですので、ご承知おき下さい。）



３．外国出願費用を回収できる可能性が高いと判断される具体的根拠・理由をご記入下さい。（ＪＳＴの審査のポイントになります。発明者で記載して下さい。）
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